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中
国
抗

日
戦
争
時

の
江
精
衛
偽
国
民
政
府

(
一
九
四
〇
～

一
九
四

五
年
、

以
下

"江
偽
政
権
"
と
す
る
)
に
関
す
る
歴
史
学
界
の
研
究

ム
ロ
　

成

果
は
非
常

に
多
い
。

こ
れ
ら

の
研
究
は
江
偽
政
権

の
誕
生
、
発

展
、
滅
亡

お
よ
び
そ
の
政
治
、
経
済
、
軍
事
や
清
郷
運
動
、
新
国
民

運
動
な

ど
の
重
大
な
活
動
を
全

面
的

か

つ
系
統
立
て
て
論
じ
て

い

る
。
し
か
し
現
在
、
江
偽
政
権

の
政
治
形
態
、
政
治
体
制
お
よ
び
政

治
統
治

過
程

に
対
す
る
緻
密
な
研
究

は
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
。
近

年
、
あ
る
学
者
が
こ
の
点
に
注
目
し
、
江
偽
政
権
は
塊
偲
政
権

で
は

あ

っ
た
が
、
注
偽
国
民
政
府
が
成
立
後
、
そ
の
政
権
の
合
法
性
を
追

及
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
日
本
帝
国
主
義

と
あ

る
程
度

の
衝
突

が

ハ
リむ

あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ω
日
本
帝
国

主
義
の
補

佐
の
も
と
、
注
偽
政
権
は
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た

か
、
②
ま
た
立
法
院
の
メ
ン
バ
ー
の
背
景
は
い
か
な
る
も
の
か
、
③

江
偽
政
権
が

「合
法
性
」
を
勝
ち
取
る
た
め
の
努
力
お
よ
び
結
果
は

い
か
な
る
も
の
か
、
で
あ
り
、
本
稿

で
は
個
人
櫨
案
資
料
を
も
と
に

江
偽
政
権
立
法
院

の
分
析
を
試
み
、
上
記
の
三

つ
の
問
題

の
答
え
を

模
索
し
、
学
界
に
教
え
を
請

い
た

い
と
思
う
。

注
偽
立
法
院
の
成
立
と
構
成
メ
ン
バ
ー
の
分
析

注
偽
立
法
院
は
注
偽
国
民
政
府

の
最
高
立
法
機
関

で
あ
り
、
江
偽

国
民
政
府
と
同
時
に
成
立
し
た
。

一
九
四
〇
年
三
月
二
〇
日
、
江
精

衛
等
は
南
京
で
偽
中
央
政
治
会
議
を
開
き
、
そ

こ
で
注
精
衛
に

「中

日
新
関
係
調
整
方
針
」
を
決
定
す
る
権
限
を
授
け
、
ま
た

「国
民
政

府
成
立
大
綱
案
」
「国
民
政
府
政
網
」
「修

正
国
民
政
府
組
織
系
統

表
」
等

の
議
案
を
可
決
し
た
。

一
九
四
〇
年
三
月
三
〇
日
、
江
偽
国
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民
政
府
代

理
主
席
兼
行
政
院
院
長
に
江
精
衛
、
立
法
院
院
長
に
陳
公

博
、
監
察
院
院
長
に
梁
鴻
志
、
考
試
院
院
長
に
王
揖
唐
、
司
法
院
院

長

に
温
宗
尭
、
華
北
政
務
委
員
会
委
員
長

に
王
克
敏
と
、
各
院
、

部
、
会

の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
が
南
京
に
て
就
任
を
宣
誓
し
た
。
日
本

の
銃
剣

の
保
護

の
も
と
、
注
偽
国
民
政
府
は

「国
民
政
府
還
都
」

の

名
目
で
正
式
に
成
立
し
、
江
偽
立
法
院
お
よ
び
そ
の
他
の
四

つ
の
院

も
同
時

に
成
立
が
宣
言
さ
れ
た
。

注
偽
政
権
は
、
国
民
党
お
よ
び
国
民
政
府

の
法
律
の
伝
統
を
継
承

す
る
と
公
言
し
た
た
め
、
江
偽
立
法
院

の
職
責
範
囲
、
構
成
方
法
、

委
員
数
、
委
員
の
任
期
等

の
規
定
は
国
民
政
府
立
法
院
と
ま

っ
た
く

同
じ
で
あ
り
、
た
だ
立
法
院

の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
異
な
っ
た
の
み
で

あ
る
。

江
偽
立
法
院
は

一
九

四
〇
年
三
月
三
〇
日
に
正
式
に
成
立
し
、

一

九
四
五
年
八
月

一
六
日

に
解
散
が
宣
言
さ
れ
る
ま

で
五
年
間
続

い

た
。

こ
の
間
に
立
法
委

員
会
は
三
回
開
か
れ
た
。

一
九
四
〇
年
三
月

二
〇
日
、
江
偽
中
央
政

治
会
議
は
注
偽
立
法
院
院
長
お
よ
び
立
法
院

第

一
回
委

員
会
案
を
可

決
。

一
九
四
二
年
四
月
九
日
、
江
偽
中
央
政

治
会
議

は
第
八
九
回
会
議
を
開
き
、
注
偽
立
法
院
第
二
回
委
員
会
案

を
可
決
。

一
九
四
四
年

四
月
二
〇
日
、
注
偽
中
央
政
治
委
員
会
第

一

三
四
回
会
議

で
注
偽
立

法
院
第
三
回
委
員
会
案
を
可
決
し
た
。

e

注
偽
立
法
院
ト

ッ
プ
層
の
分
析

表
1
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
陳
公
博
が
立
法
院
長
を
務
め
た
期
間

が
最
も
長
い
。

一
般
的
に
立
法
院
院
長
と
い
う
の
は

「閑
職
」
と
見

ら
れ
る
が
、
陳
公
博
は
江
偽
グ
ル
ー
プ
の
ナ

ン
バ
i
2
で
あ
り
、
そ

の
彼
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
職
に
就

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
そ
う
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
は
な

い
。
陳
公
博
は
長
期
に

わ
た
り
江
政
治
の
追
随
者

で
あ
り
、
ま
た
江

の
片
腕
で
も
あ
る
か
ら

だ
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
九
三
八
年

一
二
月

二
九

日
に
狂
精
衛

が

「艶
電
」
を
発
表
し
た
後
、
陳
公
博
は
香
港

に
閉
じ

こ
も
り
、
江
に

対
し
て
積
極
的
な
態
度

で
は
な
か
っ
た
。
江
精
衛
の
数
度

の
催
促
に

よ
っ
て
や

っ
と

一
九
四
〇
年
三
月

=

日
に
上
海
に
到
着
し
、
江
精

衛
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
加
わ

っ
た
。
注
精
衛

は
陳
を
大
変
頼
り
に
し

て
お
り
、
偽
政
府
で
は
陳

に
高

い
地
位
を
与

え
た
い
と
思

っ
て
い

た
。
し
か
し
、
陳
公
博
が
上
海
に
き
た
頃
に
は
注
精
衛
グ
ル
ー
プ
の

政
府
編
成
作
業
は
ほ
ぼ
終
わ
り
に
近
づ
い
て
お
り
、
注
精
衛

に
終
始

協
力
し
、
共
に
国
民
政
府
を
裏
切
る
こ
と
と
な

っ
た
周
仏
海
や
梅
思

平
、
林
柏
生
ら
と
比

べ
る
と
、
「和
平
運
動

」
に
お
け
る
陳

の

「功

労
」
は
か
な
り
小
さ
か
っ
た
。
江
グ
ル
ー
プ
内
部
に
は
い
つ
も
権
力

闘
争
が
存
在
し
て
い
た
が
、
陳
公
博
は
周
仏
海

の
よ
う
に
権
力
争

い

に
参
加
を
せ
ず
、
注
グ

ル
ー
プ
に
お
い
て
、
超
然
と
し
た
地
位

に
自

身
を
お
こ
う
と
努
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
派
間

の
摩
擦
を
緩
和
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
も
し
陳
が
内
部
で
調
停
を

し
な
け
れ
ば
、
と

っ
く

ム
ヨ
　

に
内
部
分
裂
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
た
め
、
江
精
衛
が
陳

公
博
を
行
政
院
院
長
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
と

き
、
陳
は
そ
れ
を
極
力

辞
退
し
、
立
法
院
長
の
職
を
求
め
た
。
立
法
院
長
は
も
と
も
と

「維
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江偽立法院院長 ・副院長 ・秘書長表1

試 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年

院長
陳公 博

(3.30就 任)

陳公博 陳公博 陳公博 梁 鴻 志

(11.18就 任)

梁鴻志

副院長
朱 覆和

(9.12就 任)

謬 斌

(2.13就 任)

諸来 青

(8.20就 任)

諸来青 諸来青 諸来青

秘書長
胡 沢吾

(4.8就 任)

周 学 昌

(5.14就 任)

彰義明

(5.4就任)

彰義明 彰義明 黄 曝簑

(1.12兼 任)

参考文献:『立法院公報』(注 偽)、 『中華民国時期軍政職官志(下)』 甘 粛人民出版社 、1990

年、劉国銘編 『中華民国国民政府軍政職官 人物志』春秋 出版社、1989年 、劉寿林等編 『民

国職官年表』 中華書局1995年 。

新
政
府
」
行
政
院
長
梁

鴻
志
に
決
定
し
て
い
た

が
、
陳
公
博
が
立
法
院

長
に
な
る
こ
と
が
確
定

し
た
た
め
、
改
革
派

の

梁
は
監
察
院
院
長
と
な

り
、
行
政
院
長
は
注
自

ら
が
務

め

る

こ
と
と

な
っ
た
。

陳
公
博
は
立
法
院
長

に
就
任
後
、
厳
格
に
立

法
院
を
制
御
し
立
法
院

の
大
権
を

一
手
に
握

っ

た
。
表
1
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
江
偽
立
法
院

の
副
院
長
は

一
九
四
〇

年

九

月
ま

で
空
位

と

な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
陳
公
博
が
そ
の
ポ
ス

ト
に
相
応
し
い
人
物
が

い
な
い
と
判
断
し
た
た

め
で
あ
る
。
後

に
こ
の

ポ

ス
ト
に
就

い
た
朱
覆

は
イ
ギ
リ
ス
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
、
江
偽
立
法
院
副
院
長
を
務
め

た
と
き
は
す
で
に
六
四
歳
と

い
う
高
齢

で
あ

っ
た
。
ま
も
な
く
、
　

斌
に
副
院
長
が
引
き
継
が
れ
た
。
　
斌

は
か

つ
て
黄
哺
軍
官
学
校

の

教
官
で
あ
り
、

一
九
二
八
年
立
法
委
員
と
な

る
が
、
ま
も
な
く
あ
る

事
件
に
よ
り
離
職
し
日
本

へ
向
か
っ
た
。

一
九
三
七
年

一
二
月
に
は

偽
中
華
民
国
臨
時
政
府
新
民
会
中
央
指
導
部
部
長
、

一
九

四
〇
年
八

月
に
は
江
偽
新
民
会
副
会
長
と
な
り
、

一
九

四

一
年
二
月
江
偽
立
法

院
副
院
長
に
任
命
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
、
国
民
党
軍
事
委

ム
　
　

員
会
調
査
統
計
局
の
ス
パ
イ
と
疑
わ
れ
、
注
精
衛
は
　
斌
を
自
宅
軟

　
ら
　

禁
す
る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
、
　
は
引
き
続
き
注
偽
中
央
政
治
委

員

の
職
務
を
継
続
し
た
。
謬
斌

の
経
歴
か
ら

み
て
も
、
江
偽
政
府
内

に
は
恐
れ
や
不
安
が
広
が
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
　
斌

の
後
、
副

院
長
を
務
め
た
の
は
諸
来
青

で
あ
る
。
彼
は
清
朝
末

に
日
本
に
留
学

し
た
経
歴
が
あ
る
。

一
九
四
〇
年
三
月
国
家
社
会
党
に
加
入
、

一
九

四
二
年
八
月
か
ら
江
偽
立
法
院
が
解
散
す

る
ま

で
副
院
長
を
務

め

た
。秘

書
長

は
初
め
胡
沢
吾
が
担
当
し
た
。

陳
公
博

が
立
法
院
長
と

な

っ
た
際
、
陳
の
腹
心
の
何
嫡
賢
が
立
法
院

の
秘
書
長

の
座
を
強
く

希
望
し
た
が
、
陳
は

「何
柄
賢
は
何
か
と
う
る
さ

い
し
、
強
情
で
秘

　
　
　

書
長
の
条
件
に
は
合
わ
な
い
」
と
し
て
何
を
注
精
衛
に
推
薦
し
た
と

い
う
。
何
柄
賢
は
後

に
江
精
衛
に
よ
り
注
偽

経
済
専
門
委
員
会

の
副

主
任
を
任
さ
れ
た
。
陳
公
博
が
秘
書
長
に
任

命
し
た
胡
沢
吾
は
東
京

大
学
法
学
部
を
卒
業
し
て
お
り
、
江
偽
国
民
党
中
央
執
行
委
員
候
補
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で
あ
り
、
当
時
ま
だ
三
四
歳
だ

っ
た
。

一
九

四
四
年
三
月
注
精
衛
は
治
療

の
た
め
[口
本
に
行
く
。
注
は
日

本
に
行
く
前
に
、
陳
公
博
が
江
の
す

べ
て
の
職
位

の

「代
理
」
を
務

め
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

一
九
四
四
年

=

月

一
〇
日
、
江
精
衛

が
日
本

の
名
古
屋
で
病
死
す
る
と
、
陳
公
博
は
偽
国
民
政
府
主
席

の

「代
理
」

を
務
め
る
ほ
か
、
行
政
員
院
長
と
軍
事
委
員
会
委
員
長
を

兼
任
し
た
。
立
法
院
院
長
に
は
梁
鴻
志
が
就
任
し
た
。
梁
鴻
志
は

一

九
三
八
年
三
月
偽
維
新
政
府
が
成
立
す
る
と
、
維
新
政
府
の
行
政
院

院
長
と
交
通
部
部
長
を
兼
任
し
、

一
九

四
〇
年
三
月
に
は
江
偽
監
察

院
院
長

に
就
任
し
て
い
る
。
表
1
を
見
る
と
、
梁
鴻
志
が
江
偽
立
法

院
長
に
な

っ
た
後
も
、
陳
公
博
が
決
定
し
た
立
法
院
ト

ッ
プ
層

の
構

造
は
基
本
的
に
変
わ

っ
て
い
な
い
。

注
朝
光
は

「抗
戦
時
期
偽
政
権
高
級
官
員
情
況
的
統
計
与
分
析
」

の
中
で
、
偽
政
権
高
級
官
吏

の
中
に
は
黄
哺
軍
官
学
校
出
身
者
が
い

ム
ァ
　

な
い
と
し
て
い
る
が
、

江
偽
立
法
院

の
ト

ッ
プ
層

の
構
成
メ
ン
バ
ー

を
分
析
し
て
み
る
と
、

浬
偽
立
法
院

の
中
に
も
黄
哺
軍
官
学
校
出
身

者
が
い
な
い
と
い
う

こ
と
を
筆
者
は
発
見
し
た
。
し
か
し
、
江
偽
立

法
院
ト

ッ
プ
層
の
構
成

メ
ン
バ
ー

の
中
に
黄
哺
軍
官
学
校

の
教
官

だ

っ
た
も
の
が
二
人

い
た
。

一
人
は
前
述
し
た
謬
斌
で
、
も
う

一
人

は
胡
沢
吾
に
次
ぎ
注
偽
立
法
院

の
秘
書
長
と
な

っ
た
周
学
昌
で
あ

る
。
周
は
黄
哺
軍
官
学

校
の
教
官
を
務

め
た
こ
と
が
あ
り
、
北
伐
時

に
は
ま
た
北
伐
軍
政
治

部
主
任
を
務
め
た
。

一
九
四
〇
年
九
月
、
周

学
昌
は
江
偽
国
民
党
中

央
党
務
訓
練
団
の
教
育
長
と
な
り
、
後
に
は

偽
南
京
市
市
長
に
も
な
っ
て
い
る
。
黄
哺
軍

官
学
校
自
身
が
学
生
に

領
袖

(指
導
者
)
や
主
義

へ
の
絶
対
的
忠
誠

を
教
育
し

て
い
る
の

に
、
学
生

に
忠
誠
を
教
育
す
る
教
官

が
漢

好

(売
国
奴
、
裏
切
り

者
)
と
な
る
と
は
。
こ
こ
に
歴
史

の
複
雑
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

口

注
偽
立
法
委
員
の
構
成
分
析

一
九
四
〇
年

四
月
二
日
、
江
偽
中
央
政
治
会
議
は
秘
書
庁
書
簡
を

も
と
に
杭
錦
寿
ら
五
〇
名
を
立
法
委
員
と
す

る
こ
と
を
立
案
し
、
中

ハ　
　

央
政
治
会
議
第

一
回
会
議
で
可
決
さ
れ
た
。
中
央
政
治
会
議
が

一
九

四
二
年
に
決
定
し
た
第
二
回
立
法
委
員
と

一
九
四
四
年
に
決
定
し
た

　
　
　

第
三
回
立
法
委
員
は
す
べ
て
六
〇
名
で
あ

っ
た
。
江
偽
立
法
委
員
は

お
お
よ
そ
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
の
タ
イ
プ

は
、
注
精
衛
、
陳
公
博
に
追
随
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ

は
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
陳
公

博

の
腹
心
で
あ
る
。
陳
公
博
は
仕
事
上
で
便
宜
を
は
か
る
た
め
に
、

立
法
院

の
人
事
に
多
く
の
自
分

の
腹
心
を
用

い
た
。
陳

の
腹
心

の
中

に
は
単
独
で
表
に
立

て
る
よ
う
な
大
物
は
少

な
く
、
ま
た
陳
公
博
も

自
分

の
腹
心
だ
け
を
も

っ
ぱ
ら
引
き
立
て
る

こ
と
は
し
な
か

っ
た
。

陳

の
下

に
は
次

の
よ
う
な
人
物
が

い
る
。
比

較
的
有
名
な
周
隆
摩

は
、
も
と
無
党
派

の

「著
名
人
」
だ
が
、
そ
ん
な
彼
で
も
陳
公
博
に

よ
り
偽
侍
従
室
主
任
に
抜
擢
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。
ま
た
衰
愈
栓
だ

が
、
陳
は
偽
軍
事
委
員
会

の
名
義
で
禁
煙
総
監
署
を
設
立
し
、
自
ら

zzo



総
監
に

つ
き
、
衰
を
副
総
監
に
任
命
し
た
。
呉
頒
泉
・は
陳
公
博
の
上

海
市
長
在
任
中
に
秘
書
長
を
務

め
、
陳
は
後
に
彼
を
偽
司
法
行
政
部

長

に
抜
擢
し
た
。
ま
た
、
立
法
院
内

の
陳

の
腹
心
に
は
莫
国
康

が
お

り
、
彼
女

は
陳
公
博

が
広
州
執
信
中
学
で
教
鞭
を
と

っ
て
い
た
と
き

の
学
生
で
あ
り
、
偽
立
法
院

の
親
任
秘
書
を
務
め
た

こ
と
が
あ
る
。

後

に
立
法
委
員
と
な
る
。
陳
公
博
の
長
年

の
部
下
の
王
以
義
は

一
九

四
二
年
夏
、
陳
公
博

に
よ
り
中
央
政
治
委
員
会

の
専
門
委
員
と
な

り
、
数
か
月
後
に
は
立
法
院

の
立
法
委
員
と
な

っ
た
。
そ
の
他
、
陳

秋
実
、
李
時
雨
ら
が
い
た
。

こ
れ
ら
は
た
だ
単
に
注
偽
立
法
院

の
中

で
職
に
つ
い
た
の
み
で
、
政
権

の
中
心
に
は
何

の
影
響
力
も
な
か

っ

た
。二

つ
目

は
も
と
改
組
派
分
子

で
あ
る
。
江
偽
立
法
委
員

の
中

で
、

も
と
改
組
派
分
子
は
十
人
余
り
に
の
ぼ
る
。
例
え
ば
、
肖
恩
承
。
彼

は
江
精
衛

の
上
海
到
着
後
す
ぐ
に
支
持
を
表
明
す
る
書
簡
を
送

っ
て

い
る
。
の
ち
に
陳
は
彼
を
注
偽
立
法
院
外
交
委
員
会
委
員
長

に
任
命

し
た
。

陳
公
博

は
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ

の
人
々
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て

い
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
能
力
は
高
く
な
く
、
重

大
な
任
務

を
託
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
陳
公
博
は
、
江
精

衛
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
親
交
が
深
い
が
、
陳
壁
君
の

「公
館
派
」

と
手
を
組

む
こ
と
に
抵
抗
が
あ
り
、
さ
ら
に
孤
立
す
る
こ
と
と
な

っ

た
。

こ
れ
も
江
精
衛
死
後
、
陳
公
博
が
注
偽
政
権
で
全
局
を
掌
握
で

き
な
か
っ
た
理
由
の

一
つ
で
あ
る
。

第

二
の
タ
イ
プ
は
、
自
ら
す
す
ん
で
漢
好

と
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
な
人
が
望
ん
で
漢
好

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
朝

光
は
漢
好
誕
生

の
原
因
を
分
析
し
た
際
、
偽
政
権

の
高
級
官
吏
お
よ

ム
い
　

び
基
層
社
会

の
漢
好
の
背
景
を
あ
げ

て
い
る
。
そ
れ
で
は
立
法
委
員

と
い
う
中
間
層

の
漢
好
の
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

表
2
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
注
偽
立
法
院
立
法
委
員
の
教
育
水
準

は
相
当
高

い
。
す
べ
て
の
立
法
委
員

は
大
学

以
上
の
教
育
を
受
け
て

お
り
、

こ
の
割
合
は
南
京
国
民
政
府
立
法
院

の
立
法
委
員
の
そ
れ
を

超
え
て
い
る
。
南
京
国
民
政
府
第

一
期
立
法
委
員
の
う
ち
大
学
以
上

の
教
育
を
受
け
て
い
る
割
合
は
六
〇

%
し
か
な
い
。
第
二
期

で
も
七

三
%
に
留
ま

っ
て
い
る
。
専
門
性
か
ら
見
る
と
、
南
京
国
民
政
府
立

法
院

の
立
法
委
員

の
う
ち
法

律
関
連

の
専
門

を
卒
業

し
た

械
蜘

の
は
第

一
期

で

一
二
名
、
第

ニ

ム
ロ
　

期
で

一
七
名

で
あ
る
。
し
か
し

表
2
で
は
、
江
偽
立
法
院

の
第

一
期
立
法
委
員

の
う
ち
法
律

関
連

の
専
門

を
卒
業

し
た
も

の
は
三

一
名

に
も
の
ぼ
り
、
南

京
国
民
政
府
立
法
院

よ
り
も

は
る
か
に
多

い
こ
と
を
示

し

て
い
る
。

こ

の
統
計

か
ら
疑
問
が
浮

江偽立法委員出身大学表2

国外大学(法 律系)

国外大学(そ の他)

国内大学(法 律系)

国内大学(そ の他)

総 計

22人

ll人

9人

9人

51人

43.33

21.57%

17.55

17.55%

100.00%

出所:1940年5月 、 江偽 立法院秘書処f

『本院 委員 出身 統計 表』、 『立法 院公

(江偽)第 二期。
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か
び
上
が

る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
高
学
歴
の
も

の
が
漢
妊
と
な
る
の

か
。
彼
ら

は
注
偽
立
法
院
に
就
任
す

る
前

は
ど
の
よ
う
な
経
歴
を

持

っ
て
い
る
の
か
。
注
偽
立
法
院
の
こ
れ
ら
の
海
外
留
学
経
験
の
あ

る
立
法
委

員

の
う
ち
、
ど
れ
ぐ
ら
い
が
日
本
に
留
学
し
て
い
る
の

か
。
彼
ら
が
江
偽
立
法
院

の
任
に
就
く
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
と
、
留

学
経
歴
は
関
係
が
あ
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
現
段
階

で
の
個
人
撹

案
資
料

で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た

こ
れ
ら
の
方
面

の
研
究
成
果
も
な

い
。
現
在
、
徐
友
春

の

『
民
国
人

物
大
辞
典

』
(河
北
人
民
出
版
社
、

一
九
九

一
年
)
は
民
国
の
人
物

に
関
す

る
辞
典

の
中

で
収
録
さ
れ
た
人
数
も
範
囲
も
最
大

で
あ
る

が
、

こ
の
辞
典

で
も
江
偽
立
法
委
員
の
項
目
は
微
々
た
る
も
の
だ
。

こ
れ
は
他

の
見
方
を
す
れ
ば
、
狂
偽
立
法
院
の
立
法
委
員
に
は

「有

名
」
な
輩
が
多
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
江
偽
政
権
全

体
の
情
況
と
も

一
致
し
て
い
る
。
侵
略
者
日
本
は
江
偽
政
権
が
全
国

各
地

の
漢

好
政
権

を
統

一
し
、
重
慶

の
国
民
政
府
と
対
抗
す
る
こ
と

に
希
望
を
託
し
た
。

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
江
偽
政
権

は
国

民
党
の
名

称
、
三
民
主
義
と
い
う
看
板
、
国
名
、
国
都
、
国
歌
、
国

旗
等
を
変

更
せ
ず
、
さ
ら
に
多
く
の
国
民
党
官
吏
が
自
分
た
ち
の
傘

下
に
入
る
よ
う
試
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
江
偽
政
権

に
や

っ
て
き
た

も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
ま
た
多
く
が

「声
望
」
高

か
ら
ぬ
者
で

あ

っ
た
。

ま

っ
た
く
重
慶
政
府

の
土
台
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
江
偽
立
法
委
員
が
み
な
比
較
的
高

い
教
育
を
受
け
て

お
り
、
多

く
が
海
外
留
学
経
験
を
持

つ
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

多
か
れ
少
な
か
れ
、
才
能
が
あ
る
の
に
境
遇

に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と

い
う
感
が
ぬ
ぐ
え
な

い
。
し
か
し
江
精
衛
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
立
法

委
員
と

い
う
よ
う
な

「比
較
的
高

い
」
地
位

を
得
る
こ
と
が
で
き
る

と
な
る
と
、

一
時
の
功
名
を
得
る
た
め
に
、
彼
ら
は
自
ら
進
ん
で
漢

好
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
心
理
状
態
の
人
が
江
偽
立
法

院
お
よ
び
江
偽
政
権

の
中

に
占
め
る
割
合
は
か
な
り
高
い
。

第
三
の
タ
イ
プ
は
、
「曲
線
救
国
」
思
想

を
持

っ
た
も
の
。
注
偽

立
法
委
員
の
う
ち
数
人
は
、
注
精
衛
が
行

っ
て
い
た

「和
平
運
動
」

が
中
日
問
題
を
解
決
し
、
平
和
を
実
現
で
き

る
と
確
信
し
て
い
た
こ

と
も
、
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
あ
る
漢
好
官
吏
は
、

「日
本
は
経
済
が
発
展
し
て
い
て
、
実
力
も
強
大

で
あ
る
の
で
、
中

国
は
ま

っ
た
く
日
本

の
敵

に
は
な
り
え
な

い
。
戦

っ
て
も
ま
っ
た
く

勝

て
る
見
込
み
が
な
い
」
と
か
、
「我
々
は
日
本
を
理
解
し
て
い
る

し
、
日
本
語
も
で
き
る
し
、
知
り
合

い
の
日
本
人
も
多
い
の
で
日
本

人
と
付
き
合
う
こ
と
が
可
能

だ
。
必
要
な
と
き
は
争
え
ば
、
抑
圧
を

ム
に
　

軽
減

で
き
る
」
と
考
え
て
い
た
。
あ
る
学
者

は

「
こ
の
よ
う
な
認
識

こ
そ
漢
好
が
悪

の
道
に
入
る
時
の
真
情

の

一
つ
で
あ
ろ
う
」
と
考
え

ハロ
　

て
い
る
。
江
偽

『立
法
院
公
報
』
の
中

の

一
つ
の
現
象
が
そ
の
証
拠

と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
江
偽
立
法
院
が
法
案
を
議
決
す
る
際
、

ほ
と
ん
ど
大
多
数

の
法
案

の
議
決
に
、
過
半
数
の
賛
成
し
か
得

て
い

な

い
。

一
般
的
に
考
え
る
と
、
偽
政
権
に
参
加
し
て
い
る
の
は
、
品

行

の
よ
く
な
い
文
人
、
政
客

で
あ
り
、
彼
ら

は
イ

エ
ス
マ
ン
で
偲
偲

で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
案
を
議
決
す

る
際
に
は
、
全
員
異
議
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な
し
の
可
決

こ
そ
が
条
理
に
か
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前

述
し
た
事
実

の
よ
う
に
、
偽
政
権
に
は
自
分

の
定
見
を
も
っ
た
江
偽

立
法
委
員

が
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
最
後
に
は
彼
ら
も
、
ほ
と
ん

ど

の
状
況
下

で
自
分
は
何
も
で
き
ず
、
身
動
き
が
と
れ
な
い
境
遇
に

あ
る
こ
と
を
悟

っ
た
だ
ろ
う
。

資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
注
偽
立
法
院

の
大
多
数

の
立
法
委

員

の
詳
細

な
情
況
は
未
だ
不
明
で
あ
る
が
、
江
偽
国
民
政
府

の
構
成

メ
ン
バ
ー
同
様
、
江
偽
立
法
院

の
メ
ン
バ
ー
も
決
し
て

一
枚
岩

で
は

な
い
。
身

は
立
法
院

に
あ
り
な
が
ら
心
は
他

の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

も
い
る
し
、
ま
た
多
く
は
ど
ち
ら
に

つ
こ
う
か
決
め
か
ね
て
お
り
、

権
力
闘
争

に
参
加
し
て
い
る
。
注
精
衛
政
権
は
成
立
後
、
そ
の
政
権

の
合
法
性

を
求
め
て
い
た
。
し
か
し

一
方
で
、
注
政
権
の
合
法
性
を

得
た

い
と

い
う
願
望
と
日
本

の
江
偽
政
権
に
対
す
る
政
策
は
互
い
に

矛
盾
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た

一
方
で
、
重
慶
国
民
政
府
は
抗
戦

を
続
け
、
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
後
、
中
国

の
国
際
的
地
位
は
急
速
に

上
昇
し
、
日
本
に
と

っ
て
形
勢
が
不
利
に
な
る
情
況
の
も
と
、
江
精

衛
の
政
権

が
得
ら
れ
る
国
内
外
の
支
持

は
限
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ

う
な
情
況

に
よ
り
、
江
偽
政
権

(江
偽
立
法
院
を
含
む
)
に
関
わ

っ

て
い
る
多
く

の
人
た
ち
は
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
と
な
り
、
政
治
的
忠
誠

度
も
か
な

り
低
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。

一
つ
注

目
す
べ
き
点
と
し
て
、
江
偽
国
民
政
府
が
成
立
し
た
と
き

に
、

「す

べ
て
の
公
務
員
は
近
日
中

に
北
京

に
戻
り
、
報
告

を
せ

ム　
　

よ
」
と
の
要
請
を
出
し
た
が
、
注
偽
政
権
成
立
後
、

一
体
ど
れ
ほ
ど

の
人
が
重
慶
国
民
政
府
を
離
脱
し
、
江
精
衛

に

つ
い
て
漢
好
と
な

っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
状
況
は
ま
だ
研
究
が
待
た
れ
る
が
、

立
法
院

に
つ
い
て
言
え
ば
、
抗
戦
時
期
の
国
民
政
府
立
法
委
員
の
う

ち
、
八
人
が

「帰
京
報
告
」
を
行
い
、
漢
好
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
こ

の
八
名
の
う
ち
、
江
偽
立
法
院
立
法
委
員
に
な

っ
た
の
は
杭
錦
寿
と

ム
ほ
　

周
緯

の
二
人
だ
け
で
あ
る
。

二

注
偽
政
権
立
法
院
の
立
法
情
況
の
分
析

立
法
は
立
法
院
の
主
要
な
業
務
で
あ
る
。
注
偽
立
法
院
成
立
の
こ

ろ
、
直
面
し
た
最
も
重
要
な
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
立
法
を
す
る
か

で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
以
前

の
法
令
を
処
理

す
る
か
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
ま
た
、
江
偽
政
権
が

「合
法
性
」
を
追
求
す
る
上
で
直
面
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題

で
も
あ

っ
た
。

一
九
四
〇
年
三
月
二
二
日
、
注
偽
中
央
政
治
会
議

の
第
三
回
会
議

で

「対
重
慶
政
府
善
後
方
法
三
項
」
案
が
通

過
し
、
「国
民
政
府
還

都
後
、
重
慶
側

の
内
外

に
対
す
る
各
種
政
令
、

条
約
、
協
定
、
契
約

ム
い
　

は
す
べ
て
無
効
と
す
る
」
と
決
議
し
た
。

一
九
四
〇
年
四
月

一
二
日
、
江
偽
国
民
政
府

は
、

一
九
四
〇
年
四

月
六
日
の
注
偽
中
央
政
治
委
員
会
第
二
回
会
議

で
議
決
し
た

「国
民

政
府
還
都
前
法
令
之
適
応
及
修
訂
案
」
を
江
偽

立
法
院
に
渡
し
、
従

わ
せ
た
。

「
一
、
す

べ
て
の
法
令
は
民
国

二
六

年

(
一
九
三
七
年
)

=

月

一
九
日
以
前
に
施
行
し
た
も
の
を
規
範
と
す
る
こ
と
。
二
、
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す
べ
て
の
国
内
外

の
人
民
が
還
都
以
前
に
他
の
法
令

に
よ

っ
て
得
た

権
利
や
利
益
が
国
民
政
府

の
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
損
害
や
損
失
を

被
る
場
合
、
各
級

の
行
政
及
び
司
法
機
関
は
適
切
に
妥
当
な
方
法
を

と
り
保
留
と
し
、
裁
定
を
待

っ
て
行
政
及
び
外
交
各
機
関
が
速
や
か

に
調
整
を
行
う
こ
と
。
三
、
還
都
以
前
に
、
国
民
政
府
法
令
と
現
行

の
政
治
要
綱
が
相
容
れ
な

い
場
合
は
行
政
院
及
び
立
法
院
が
政
治
要

ム
ロ
　

綱
に
照
ら
し
合
わ
せ
速
や
か
に
修
訂
す
る
こ
と
」。

一
九
三
七
年

一

一
月

一
九
日
は
国
民
政
府
が
重
慶
に
遷
都
し
た
日
で
あ
る
。
上
記

の

規
定
か
ら
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。
江
偽
国
民
政
府
お
よ
び
立
法
院

が
基
本
的
に
遵
守
し
て
い
る
の
は
、

一
九
三
七
年

=

月

一
九
日
以

前

の
国
民
政
府
の
法
令

で
あ
る
。

一
九
三
七
年

=

月

一
九
日
か
ら

一
九
四
〇
年
三
月
三
〇

日
の
注
偽
国
民
政
府
成
立
ま
で
の
期
間
の
重

慶
国
民
政
府

の
法
令
に
対
し
て
は
、
江
偽
行
政
院
お
よ
び
立
法
院
は

注
偽
政
権
政
治
要
綱
に
基
づ
き
修
訂
を
行
う
。

一
九
四
〇
年
三
月
三

〇
日
以
降

、
重
慶

国
民
政
府
が
公
布
し
た
す
べ
て
の
法
令

に
対
し

て
、
注
偽
政
権
は
承
認

し
な
い
。
注
偽
国
民
政
府
お
よ
び
立
法
院
が

必
要
に
応

じ
て
自
ら
法
律

の
制
定
、
公
布
を
行
う
。

こ
の
よ
う
に
し

た
目
的
は
、

一
方

で
は
江
偽
国
民
政
府
は
も
と
か
ら
あ
る

「法
統
」

(法
の
伝
統
)
を
継
承

し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
り
、

も
う

一
方

で
は
注
偽
政
権
成
立
後
、
重
慶
政
府

が

「偽
政
権
」
と

な

っ
た
こ
と
を
主
張
す

る
た
め
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
注
偽
政
権
自

身
の

「合
法
性
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

H

江
偽
立
法
院
の
立
法
プ
ロ
セ
ス

注
精
衛
グ
ル
ー
プ
は

一
九
四
〇
年
三
月
三
〇
日
南
京
に
偽
政
府
を

設
立
し
た
行
為
を

「還
都
」
と
呼
ん
で
い
る
。
原
則
的
に
、
あ
ら
ゆ

る
党
、
政
治

シ
ス
テ
ム
は
旧
制
度
を
踏
襲
し

て
い
る
が
、
具
体
的
に

政
務
を
執
行
し
て
み
る
と
、
や
は
り

い
く
ば

く
か
の
違

い
が
あ

っ

た
。
立
法
院
に
つ
い
て
言
え
ば
、
注
偽
政
権
立
法
院
が
立
法
活
動
を

行
う
と
き
、
遵
守
し
て
い
た
の
は
依
然
と
し

て

一
九
三
五
年
以
前
の

国
民
党
中
央
と
国
民
政
府
公
布

の

「法
規
制
定
標
準
法
」

「治
権
行

使
之
規
律
」
「立
法
程
序
綱
領
」
「立
法
院
議
事
規
則
」
等

の
規
定
で

あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
運
用
過
程
に
お

い
て
江
偽
立
法
院

の
立

法
プ

ロ
セ
ス
は
重
慶
国
民
政
府
立
法
院
と
や

は
り
少
し
異
な
る
。
具

体
的

に
以
下
の
二
つ
の
方
面
が
あ
げ

ら
れ
る
。

ω

立
法
原
則

抗
日
戦
争
期
、
重
慶
国
民
政
府
立
法
院
は
孫
中
山
の
遺
訓
を
立
法

の
最
高
準
則
と
し
た
ほ
か
、
「抗
戦
建

国
綱
領

」

の
指
導

の
下
、
抗

戦
建
国
の
立
法
任
務
に
力
を
注

い
だ
。

一
方
、
江
偽
立
法
院
は
法
令

の
修
訂
お
よ
び
制
定

の
際
、
孫
中
山
の
す

べ
て
の
遺
訓
を
立
法
中

の

「形
式
上
い
ろ
い
ろ
変
わ

っ
て
も
本
質

は
変
わ
ら
な
い
最
高
基
準
」

と
し
た
ほ
か
、
「還
都
宣
言
、
国
府
政
治
綱
領

に
立
脚
し
、
現
在
必

要
な
も
の
を
仔
細
に
観
察
し
、
平
和
的
建
国

の
立
法
任
務

に
力
を
注

ムゆ
　

ぎ
、
和
平
の
実
現
及
び
憲
政
の
実
施
を
促
進

す
る
」
と
し
て
い
る
。

「還
都
宣
言
」
お
よ
び

「国
府
政
治
綱
領
」

は
注
偽
国
民
政
府
成
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立
の
当
日
に
正
式
に
公
布
さ
れ

た
。
共
に
和
平

・
反
共

・
建
国
を
主

要
な
内
容

と
し
、
対
外
的

に
は

「日
本
と
共
に
努
力
し
、
善
隣
友

好
、
共
同
防
共
、
経
済
提
携
の
原
則
に
則

っ
て
、
過
去

の
も
め
ご
と

を

一
掃
し
、
未
来
の
親
善
関
係
を
確
立
す
る
」
こ
と
で

「和
平
を
実

現
」
し
、

「憲
政
を
実
施
」
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
国
内

に
対

し
て
は
、
反
共
を
主
要
任
務
と
し
、
共
産
党
の
階
級
闘
争
学
説
に
対

し
、

「必
ず
や
遺
毒
を
無
か
ら
し
め
」
、
ま
た
過
去

の

「個
人
独
裁
」

ム
リ
　

を
排
除
す
る
努
力
を
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

じ

づ
ら

字
面
か
ら
み
る
と
、
注
偽
立
法
院
と
重
慶
国
民
政
府
立
法
院

が

従

っ
て
い
る
最
高
原
則
は
同
じ

で
、
共
に
孫
中
山
の
遺
訓
を
立
法
の

最
高
準
則
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
立
法
原
則
に
つ
い
て

言
え
ば
、
両
者
に
は
本
質
的
な
違

い
が
あ
る
。

一
方
は
抗
戦
を
原
則

と
し
、

一
方
は
強
敵
と
の
親
善
を
原
則
と
し
て
い
る
。
立
法
原
則
の

相
違
は
具
体
的
な
立
法
の
相
違
に

つ
な
が
る
。
重
慶
国
民
政
府

の
立

法
は
み
な
抗
戦
建
国
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
が
、
江
偽
立
法
院
の

立
法
は
、
江
偽
政
権
の
合
理
性

へ
の
追
求
を
体
現
し
て
は
い
る
け
れ

ど
も
、
結
局
は
日
本
帝
国
主
義

の
要
求
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
例
え
ば

一
九
四
二
年

一
月

一
日
、
重
慶
国
民
政
府
が
世
界

反

フ
ァ
シ
ズ
ム
陣
営

に
加
入
し
、

「連
合
国
共
同
宣
言
」

に
署
名
し

て
い
る
こ
ろ
、
注
偽
政
権
は
日
本

の
意
を
受
け
て
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ

リ
カ
に

「宣
戦
布
告
」
を
宣
言
し
、

「今
日
よ
り
、
イ
ギ
リ

ス
、
ア

メ
リ
カ
と
は
戦
争
状
態
に
入

っ
た
。
我
々
は
全
力
を

つ
く
し
、
友
邦

ムね
　

日
本
に
協

力
す
る
」
と
揚
言
し
た
。
江
偽
立
法
院
も

一
九
四
三
年

一

月

=
二
日
第
七
八
回
会
議
に
お
い
て
全
員

一
致
で

「国
民
政
府
対
英

バ
の
　

美
宣
戦
案
」
を
可
決
し
た
。

②

議
事
日
程

江
偽
立
法
院
は
議
事

の
際
、
原
則
的
に
は
依
然
と
し
て

一
九
三
五

年
五
月
六
日
に
国
民
政
府
が
修
正
、
公
布
し

た

「立
法
院
議
事
規

則
」
に
従

っ
て
い
た
が
、
細
部
で
は
独
自

の
規

定
を
持

っ
て
い
た
。

「立
法
院
議
事
規
則
」
総
則
第
七
条

に
は

「本
院
会
議
及
び
各
委
員

が
会
議
を
行
う
際
、
主
席
が
総
理

の
遺
訓
を
読
み
上
げ
、
全
員
起
立

す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し

一
九
四
〇
年
四
月
二
三
日
注
偽

立
法
院
第

一
回
立
法
院
会
議
の
秘
書
長
報
告

で
は
、
院
長

の
訓
諭
で

「本
院
議
事
細
則
第
七
条
に
よ
る
と
、
会
議
を
行
う
際

に
主
席
が
総

理

の
遺
訓
を
読
み
上
げ

る
規
定
が
あ
る
が
、
江
主
席
は
過
去
に
総
理

の
遺
訓
読
み
上
げ
問
題

に
対
し
て
、
政
府
機
関
に
お
い
て
必
要
な
し

と
説
明
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
本
院

で
は
会
議

の
際
、

こ
の
儀
式
を
省

ム
　
　

略
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
注
偽
立
法
院

の
院
会
議

で

は

「総
理
遺
訓
」
の
読

み
上
げ
を
行
わ
ず
、
直
接
報
告
事
項
や
検
討

事
項
に
入

っ
て
い
っ
た
。

口

注
偽
立
法
院
の
権
限

国
民
政
府
立
法
院
が
成
立
後
、
そ
の
権
力

は
国
民
党
中
央
や
そ
の

他

の
面

に
制
約
を
受
け
て
は
い
た
が
、
抗
日
戦
争
前

の
実
際

の
立
法

ムゐ
　

に
お
い
て
そ
の
権
力
や
地
位
を
過
小
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

抗
日
戦
争
時
、
戦
時
政
治
体
制
と
国
防
最
高
委
員
会

の
設
立

に
よ
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り
、
立
法
院

の
実
際
の
権
力
や
地
位
は
戦
前
と
比
べ
て
い
く
ば
く
か

弱
ま

っ
た

が
、
そ
れ
で
も
ま

っ
た
く
な
く
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

注
偽
立
法
院
は
国
民
政
府
立
法
院

の

「法
統
」
を
継
承
し
た
が
、

実
際

の
立
法

の
プ

ロ
セ
ス
に
お
け
る
権
力
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。

一
九
四
〇
年
四
月
二
三
日
、
江
偽
立
法
院
は
第

一
回
会
議
を
召
集

し
、
秘
書

長

は
院
長

の
訓
諭
を
受
け
て
次

の
よ
う
に
報
告
し
た
。

「立
法
手
続
き
に
基
づ
き
、
本
院
決
議
を
経
て
い
な

い
各
法
律
案
を

法
律
草
案
と
称
す
。
今
回
の
会
議
で
は
各
院
、
部
会

の
組
織
法
を
草

案
と
称
す

る
が
、
各
院
、
部
会
が
先
行
成
立
又
は
組
織
改
革
を
望
み

且

つ
中
央
政
治
委
員
会
が
決
議
し
た
草
案
は
、
ひ
と
し
く
本
院
に
送

り
審
議
を
行
え
ば
、
本
院
の
討
論
審
査

の
権
利
を
妨
げ

る
も

の
で
は

ム　
　

な
い
」。

こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
だ
組
織
法
が
立
法
院

で
可
決

し
て
い

な
い
の
に
、
先
行
し
て
各
部
、
会
を
成
立
、
ま
た
は
組
織
改
革

を

行

っ
た
と

い
う
こ
と
だ
。
実
際
の
情
況
も
こ
の
通
り
で
あ

っ
た
。
例

え
ば
、

一
九
四
〇
年
五
月
二
日
の
偽
中
央
政
治
委
員
会
第
五
回
会
議

第
三
案

で
、
「軍
事
委
員
会
提
修
正
軍
事
参
議
院
組
織
法
案
」

は
、

決
議
に
よ
り

「ほ
ぼ
可
決
」
で
国
民
政
府
が
先
行
し
て
組
織
改
革
を

す
る

こ
と

を
許
可
す
る

ほ
か
、
恒
例
通
り
立
法
院

に
渡
り
審
議
も

ムお
　

行

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
に
組
織
改
革
を
行

い
、
後

で
立
法
院

で
関

連
法
令
を
審
議
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
注
偽
立
法
院
は
い
か
に
し

て
自
身

の
議
決
、
審
査

の
権
利
を
行
使
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

「軍
政
部

組
織
法
」
を
例

に
と

っ
て
み
る
と
、
「修
正
軍
政
組
織
法

案
」
は
注
偽
中
央
委
員
会
秘
書
庁
か
ら
注
偽
立
法
院

に
送
ら
れ
、
立

法
院
が

一
九
四
〇
年
四
月

二
三
日
第

一
回
会
議

で
議
決
し
た
後
、
軍

ハあ
　

事
委
員
会
、
法
制
委
員
会
が
共
同
で
さ
ら
に
審
議
を
行

っ
て
い
る
。

審
議

の
結
果
、
例
え
ば
第
二
条

は
、
各
部
規

則
を
統

一
す
る
た
め

「最
高
」
の
後
に

「級
」
を
加
え
る
、

「機
関
」

の
二
文
字
を
削
除
し

て

「長
官
」
と
す
る
、
「指
導
」
の
二
文
字

を
削
除
し
て

「監
督
」

の
前
に

「指
示
」
の
二
文
字
を
加
え
る
な
ど

の
修
正
を
し
て
い
る
。

ま
た
第
三
条
は
、
上
記
理
由

で

「最
高
」
の
後
に

「級
」
を
加
え
る

ほ
か
、

「喩
越
」

の

「喩
」
を

「逮
」
に
変

更
し
、

二
四
年

の
軍
政

部
組
織
法

の
同
条

の
規
定

に
倣

い

「時
」
を

「者
」
に
変
更

し
て

ム
れ
　

い
る
。
そ
の
後
、
江
偽
立
法
院
は
審
議
結
果

に
基
づ
き
、

一
九
四
〇

年
五
月
七
日
、
五
月

一
一
日
の
第
三
、
四
会
議

で

「審
議
に
よ
り
修

正
、
可
決
す
る
。
ま
た
条
文

は
記
録
、
浄
書

し
国
民
政
府
に
提
出

ム
ね
　

後
、

一
九
四
〇
年
五
月

一
八
日
公
布
す
る
」

と
議
決
し
た
。

上
述
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
偽
中
央
政
治
委
員
会
で
法
案

の

審
議
が
行
わ
れ
た
後
、
江
偽
立
法
院

で
は
そ

の
字
句

に
対
し
て
修
正

を
加
え
た
だ
け
で
あ
る
。
行
政
法
規

の
審
議

に
関
し
て
は
す
で
に
成

立
ま
た
は
組
織
改
革
後

の
組
織
配
置
を
参
照
し
て
修
正
す
る
の
み
で

あ

っ
た
。
江
偽

『立
法
院
公
報
』
に
は
、
注
偽
立
法
院

が
独
自
に
立

法
し
た
例
は

一
つ
も
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

一
九
四
三
年

一
月
九
日
、
江
偽
中
央
政
治
委
員
会
は

「最
高
国
防

会
議
組
織
綱
要
」
案
を
可
決
し
た
。
「綱
要
」

の
第

一
、
二
条

で
次

の
よ
う
に
規
定

を
し
て

い
る
。

「中
央
政
治

委
員
会

は
、
戦
時

に

あ

っ
て
は
時
局

の
必
要
に
応
じ

て
緊
急
処
置

を
と

る
こ
と
が
で
き

zz6



る
。
現
行

の
法
律
に
対
し
て
は
そ
の
効
力
を
停
止
で
き
、
ま
た
法
律

案
に

つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
法
的
手
順
を
省
略
し
、
直
接
国

民
政
府
に
送

っ
て
公
布
さ
せ
、
立
法
院
に
送

っ
て
審
議
に
備
え
る
こ

ム
ぬ
　

と
が
で
き

る
」。

こ
の
綱
要

で
は
、
法
案

の
成
立
や
廃
止
は
す
べ
て

中
央
政
治
委
員
会

の
手
に
掌
握

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後

浬
偽
立
法
院
委
員
の
中
に
は
法
案
の
議
論
を
す
る
際
、
面
倒
を
避
け

る
た
め
、

法
案

の
内
容
に
関
わ
ら
ず
、
可
決
を
主
張
す
る
も

の
も
い

た
。実

際
、

注
偽
政
権

の
立
法
体

系
の
中

で
、
江
偽
立
法
院

は
ピ
ラ

ミ
ッ
ド

の
最
下
層

に
あ

っ
た
。
最
上
層
は
日
本
帝
国
主
義

で
あ
る
。

原
則
で
は
日
本
は
提
案
権
を
持
た
な
い
し
、
立
法
原
則
も
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
し
、
具
体
的
な
立
法
プ

ロ
セ
ス
に
参
与
す
る
こ
と

も
で
き
な

い
が
、
注
偽
国
民
政
府

は
日
本
に
牛
耳
ら
れ
て
お
り
、
日

本
の
意
図

に
従
わ
な

い
と
何
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
注

偽
中
央
政
治
委
員
会
が
可
決
し
た
法
案
も
日
本
の
意
図
と
合
わ
な
け

れ
ば
紙
く
ず
同
然
だ
っ
た
。
あ
る
江
偽
立
法
委
員
が
ま
さ
に
言

っ
て

い
る
。
「
現
在

の
中
国

の
法
律
は
人
さ
え
い
れ
ば
変
更
が
可
能
だ
。

本
院
立
法

委
員

の
し
て
い
る
仕
事
は
た
だ
形
式
上

の
も
の
に
す
ぎ

ハ　
　

な
い
」。

一
九

四
五
年
八
月

一
五
日
、
日
本
は
降
伏
を
宣
言
し
た
。

一
六

日
、
陳
公

博
は
偽
中
央
政
治
委
員
会
臨
時
会
議
を
召
集

し
、
「国
民

政
府
」
の
解
散
を
決
議
し
た
。
そ
の
晩
、
注
偽
政
権
は

「国
民
政
府

解
散
宣
言

」
を
発
表

し
た
。
注
偽
立
法
院
も
当
然
も
は
や
存
在
す
る

こ
と
は
な
い
。
現
存
す
る
資
料
で
は
、
江
偽

立
法
院
第

=

七
回
会

議
が

一
九
四
五
年
六
月
二
七
日
に
召
集
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
後

の

会
議
記
録
は
存
在
し
な
い
。
第

=

七
回
会
議
が
江
偽
立
法
院
最
後

の
会
議
で
あ
ろ
う
。

あ
る
意
味
か
ら
い
え
ば
、
注
偽
立
法
院
も
注
偽
政
権

の
縮
図
で
あ

る
。
江
偽
立
法
院
の
初
歩
的
分
析
を
通
じ
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
第

一
に
、
江
偽
立
法
院
に
加
わ

っ
た
人
は
ほ
と

ん
ど
が

「無
名
の
輩
」

で
あ
り
、
彼
ら
が
江
偽
政
権

へ
加
入
し
た
主
要
な
動
機
は
名
誉
と
利

益
で
あ
る
。
第
二
に
、
江
偽
グ

ル
ー
プ
は
国
民
党

の

「党
統
」
と
国

民
政
府

の

「法
統
」
を
継
承
し
て
い
る
と
公
言
し
、
機
構
の
設
置
な

ど
多
く
の
面
で
重
慶
国
民
政
府
を
模
倣
し
、
重
慶
と

「合
法
性
」
を

争
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
江
偽
立
法
院

の
立
法
原
則
と
国
民
政
府

の
そ
れ
と
は
本
質
的
な
相
違
が
あ

っ
た
。
江
偽
政
権
は
実
際

の
政
治

過
程
に
お
い
て
も
重
慶
国
民
政
府
と
は
本
質

的
な
違
い
が
あ
り
、
こ

の
違

い
は
、
江
偽
国
民
政
府
が
偲
偲
政
権
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
第

三
に
、
江
偽
立
法
院

の
立
法
プ

ロ
セ
ス
が
示
す
よ
う

に
、
立
法
の
最
終
決
定
権
は
江
偽
立
法
院
に
は
な
く
、
注
偽
国
民
政

府
に
も
な
く
、
侵
略
者
日
本

の
手
中
に
あ
っ
た
。

一
つ
の
政
権
が
運

営

の
過
程
に
お
い
て
国
外

の
侵
略
者

の
意
図

に
従

っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
政
権
が
ど
う
し
て
独
立
性
を
語
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
だ

け
と
り
あ
げ

て
も
、
江
偽
政
権
と
重
慶
国
民
政
府
を
同
等
に
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
独
立
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
注
偽
政
権
が
日

本
と
の
抗
争

の
中
で
政
権

の
合
法
性
を
獲
得

し
よ
う
と
い
う
願
望
は

江偽政権立法院の初歩的分析227



実
現

で
き

な
い
こ
と
を
確
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。

注〈
1
>

注
偽
政
権
の
資
料
や
個
人
櫨
案
関
連
の
出
版
物
に
は
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。
察
徳
金

・
李
恵
賢
編
の

『江
精
衛
国
民
政
府
紀

事
』

(中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
八
二
年
)
は
江
偽
政
権

の
誕

生
、
発
展
お
よ
び
滅
亡
の
歴
史
過
程
を
中
国
で
初
め
て
全
面
的
に
記

述
し
た
資
料
的
著
作
で
あ
る
。
黄
美
真

・
張
雲
撰
の

『注
精
衛
国
民

政
府
成
立
』
(上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年
)
等
も
上
記
類
に

属
す
。
他
に
中
国
第
二
歴
史
椹
案
館
選
編
の
注
偽

『
国
民
政
府
公

報
』

(江
蘇
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
二
年
)
お
よ
び

『
江
偽
行
政
院

会
議
録
』、
南
京
市
楢
案
館
選
編
の

『審
訊
注
偽
政
漢
好
筆
録
』
な

ど
が
あ
る
。
研
究
論
著
で
は
、
票
徳
金
著
の

『歴
史
的
怪
胎

注

精
衛
国
民
政
府
』
は
中
国
国
内
で
初
め
て
の
江
偽
政
権
史
に
関
す
る

著
作

で
あ
る
。
復
旦
大
学
歴
史
系
の
余
子
道
等
の
著
作

『江
精
衛
漢

好
政
権
的
興
亡
』
は
江
偽
政
権
史
の
特
定
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
研

究
を
し
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
他
、
論
文
も
多
い
。
察
徳
金
の

「江

精
衛
集
団
叛
国
投
敵
的
前
前
後
後
」
(『近
代
史
研
究
』

一
九
八
三
年

第
二
期
)、
黄
美
真

・
張
雲
の

「抗
戦
時
期
江
精
衛
集
団
的
投
敵
」

(『復
旦
大
学
学
報
』

一
九
八
二
年
第
六
期
)
は
共
に
早
い
時
期
に
発

表
さ
れ
、
影
響
力
が
あ
る
。
江
偽
政
権
の
研
究
で
は
、
中
国
以
外
の

国
外

の
多
く
の
学
者
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
日
本
の
学
者
で
は
、
安

井
三
吉
著
の

「日
本
帝
国
主
義
と
塊
偲
政
権
」、
古
厩
忠
夫
の

「江

精
衛
政
権
は
偲
偏
で
は
な
か
っ
た
か
」
お
よ
び

『「漢
好
」
の
諸
相

涯
精

衛
政

権

を

め
ぐ

っ
て
』

な
ど

が
あ

る
。
欧

米
学

者

で

は
、

王
克
文
の

「戦
争
的
和
平
-

試
論
江
政
権
的
歴
史
地
位
」
(台
北

『
国

史

館

館

刊

』

復

刊

第

二

二

期

)

は

か

つ

て

江

偽

政

権

の
歴

史

的

地

位

に

関

し

て

国

内

学

術

界

の
論

争

を

巻

き

起

こ

し

た

°

D
av
id
P
.

B
a
rre
tt

ら

の

江

政

権

に

ま

つ
わ

る
著

作

は

、

最

近

数

年

間

の

欧

米

学

界

に

お

け

る

椀

儒

政

権

研

究

を

代

表

し

て

い

る
。

例

え

ば

、

D
av
id

P
.
B
a
rrett

a
n
d

L
a
rry

N
.
S
h
y
u

e
d
.,
C
h
in
a

in

th
e
A
n
ti-

,Jap
a
n
ese
W
a
r,
1
9
3
7-
1
9
4
5
:P
o
litics,
C
u
ltu
re,
a
n
d
S
ociety
,P
e
te
r
L
a
n
g

P
u
b
li
s
h
in
g
In
c
.,
N
ew

Y
o
rk
,
2
0
0
1
,
B
a
rrett

an
d
S
h
y
u

ed
.,
C
h
in
ese

C
olla
b
o
ra
tio
n
w
ith
J
ap
a
n
,
1
93
2
-
1
94
5
:
T
h
e
L
im
its
of
flcco
m
od
a
tion
,

S
tan
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
ress
,
2
0
0
1
,
T
im
o
th
y
B
ro
o
k
,
C
ol
la
bo
ra
tion
:

J
ap
a
n
ese
　Ig
e
n
ts

a
n
d

L
o
ca
l
E
lites

in

W
a
rtim
e

C
h
in
a
,
H
ar
ve
rd

U
n
iv
ers
ity
P
re
ss,
2
0
0
5
な

ど

が

あ

る

。

〈
2

>

関

係

す

る
論

著

に

は

以

下

の

も

の

が

あ

る

。

張

生

等

著

の

『
日

偽

関

係

研

究

以

華

東

地

区

為

例

』

(南

京

出

版

社

、

二

〇

〇

三

年

)

は

、

華

東

地

区

を

中

心

と

し

て
日

注

関

係

の
中

か

ら

分

析

意

義

の

あ

る

四

つ

の
側

面

を

選

び

出

し
、

深

い

レ

ベ

ル

か

ら

多

角

的

に

日

江

関

係

の
実

像

を

指

摘

し

、

日

偽

関

係

に

は
結

託

、

相

互

依

存

と

い

う

面

と

、

相

互

制

約

、

利

益

衝

突

と

い

う

矛

盾

し

た

面

が

存

在

す

る

と

述

べ

て

い
る

。

ま

た

張

生

の

「論

江

偽

対

国

民

党

政

治

符

号

的

争

奪

」

(
『抗

日

戦

争

研

究

』

一
九

九

九

年

第

一
期

)

は

江

偽

政

権

の
高

級

官

吏

の
背

景

等

を

分

析

し

て

い

る

。

周

宗

根

の
修

士

論

文

「糧

食

政

治

従

米

糧

統

制

透

視

日

江

関

係

(
一
九

四

〇

ー

一
九

四

五

)
」

(
X
10

0

1
年

五

月

、

南

京

大

学

歴

史

系

資

料

室

)

も

浬

偽

政

権

の

合

法

性

の
追

求

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

。
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〈
3
>

衰
愈

佳

『
偽

廷
幽

影
録

』
中

国

文
史

出
版
社

、

一
九
九

一
年

、

三
六
〇
頁

よ
り
転

載
。

〈
4
>

一
九

四
二
年

、
謬

の
子

供

、
妻

は

ひ
そ
か

に
重
慶

に
も

ど

る
。

謬

は
南
京

普
陀

路

八
号

の
自

宅

に
私

設
無
線

局

を
設

け
重

慶

と
連
絡

を
と

っ
た
。

こ
の

こ
と
が
注

偽

の
秘
密

工
作

員

に
知

ら
れ

る

こ
と

と

な

る
。

〈5
>

安
慧
編

『夢
幻
石
頭
城
-

江
偽
国
民
政
府
秘
録
』
団
結
出
版

社
、

一
九
九

五
年

、
五

四
頁

。

〈
6
>

李

珂

『陳

公

博
』

河
北

人
民

出
版

社
、

一
九

九
七
年

、

三

四

一

頁
。

〈
7
>

圧
朝

光

「抗

戦
時

期
偽

政

権

高
級

官
員
情

況

的
統
計

与
分

析
」

『
抗
日
戦

争
研

究
』

一
九

九
九

年
第

一
期
、

八

四
頁

。

〈
8
>

『立

法
院

公
報

』

(注
偽

)

第

二
期

。

〈
9
>

『立

法
院

公
報

』

(注
偽

)
、

『
民
国

時
期

軍
政
職

官
人

物
志

』

の

統
計

に
よ

る
。

〈
10
>

江
朝
光

、
前

掲
論

文

を
参

照

の
こ
と
。

〈
H
>

陳

紅
民

・
雛

軍
慶

「国

民

政
府

一
二
両

届
立
法

院
組

成
分

析
」

『民
国
椹

案
』

二
〇

〇

〇
年
第

二
期

、
六

八
頁

。

〈
12
>

紀

敏
主

『
偽

満
皇

帝
群

臣

改
造

紀
実

』
遼

寧

人
民
出

版
社

、

一

九
九

二
年
、

二
二
七
、

二
二
九

頁
。

〈
13
>

江
朝
光

、
前

掲
論

文
、

八

七
頁

。

〈
14
>

中

国

歴
史

第

二
櫨

案

館

館

蔵

江
偽

立

法
院

櫨
案

二
〇

〇

八

〇

〇
3
0

「対

重
慶

政
府

一
切

善

後
方

法
」
。

〈
15
>

そ

の
他

の
六

人

は
、

そ

れ

ぞ

れ

補

英

達

頼
、

林

伯

生
、

張

国

元

、
徐
元
浩

、
鄭

洪
年

、

呉
開

先
。

劉

国
銘

『
中
華

民
国

国

民
政
府

軍
政
職
官
人
物
志
』
(春
秋
出
版
社
、

一
九
八
九
年
)、
郭
卿
友
編

『中
華
民
国
時
期
軍
政
職
官
志
』
上

(甘
粛
人
民
出
版
社
、

一
九
九

〇
年
)、
徐
友
春
編

『民
国
人
物
大
辞
典
』

(河
北
人
民
出
版
社
、

一

九
九

一
年
)
の
統
計
に
よ
る
。

〈16
>

中
国
歴
史
第
二
椹
案
館
館
蔵
江
偽
立
法
院
櫨
案
二
〇
〇
八

〇

O
M
O

『対
重
慶
政
府

一
切
善
後
方
法
』。

〈17
>

中
国
歴
史
第
二
棺
案
館
館
蔵
注
偽
立
法
院
椹
案
二
〇
〇
八

〇

2
1
5

『立
法
院
第

一
会
議
議
事
日
程
』。

〈18
>

『立
法
院
工
作
報
告
』
(注
偽
)
(
一
九
四
〇
年
四
月

一
日
～

一

〇
月

一
〇
日
)、
立
法
院
秘
書
処
編
印

(注
偽
)
、
南
京
図
書
館
特
蔵

部
蔵
。

ム

23
V

ム ム ム ム

22212019
VVVV

 

(南

京
大

学
歴
史

系
資

料
室

所
有

)

〈
24
>

〈
25
>

〈
26
>

○

月

一
〇

日
)
、

〈
27
>

〈
28
>

○

月

一
〇
日
)
、

〈
29
>

『中
華
日
報
』

一
九
四
〇
年
三
月
三

一
日
。

「宣
戦
布
告
」
『中
華
日
報
』

一
九
四
三
年

一
月

一
〇
日
掲
載
。

『立
法
専
刊
』
(圧
偽
)
第
三
集
、
南
京
図
書
館
特
蔵
部
蔵
。

『立
法
院
公
報
』
(圧
偽
)
第

一
期
。

陳
柄
山
の
学
術
論
文

「戦
前

"訓
政
"
時
期
立
法
体
制
考
析
」

を
参
照
の
こ
と
。

『立
法
院
公
報
』
(江
偽
)
第

一
期
。

『立
法
院
公
報
』
(江
偽
)
第
二
期
。

『立
法
院
工
作
報
告
』
(注
偽
)
(
一
九
四
〇
年
四
月

一
日
～

一

南
京
図
書
館
特
蔵
部
蔵
。

『立
法
院
公
報
』
(江
偽
)
第
二
期
。

『立
法
院
工
作
報
告
』
(江
偽
)
(
一
九

四
〇
年
四
月

一
日
～

一

南
京
図
書
館
特
蔵
部
蔵
。

中
国
歴
史
第
二
櫨
案
館
館
蔵
涯
偽
立
法
院
棺
案
二
〇
〇
八

〇

注偽政権立法院の初歩的分析229



0
9
2

『立
法
院
歴
次
会
議
日
程
及
関
係
文
書
』。

〈30
>

中
国
歴
史
第
二
櫨
案
館
館
蔵
江
偽
立
法
院
櫨
案
二
〇
〇
八

2
0
7

『立
法
院
歴
次
会
議
記
録
』。

0
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